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令和２年５月１５日 

 

市内障がい児通所支援事業所 管理者 様 

 

福岡市こども未来局こども発達支援課長 

 

新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に係る 

放課後等デイサービス事業所等の対応について 

 

 日頃より，障がい児福祉行政にご理解，ご協力いただきお礼申し上げます。 

 また，新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に伴う開所について、ご

協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 この度，緊急事態宣言の解除を受け，福岡市教育委員会において，５月３１日（日）ま

でとしていた臨時休業について，その期間を５月２０日（水）までとし，５月２１日

（木）から学校を再開することとなりましたので取り急ぎご連絡いたします。 

 なお，学校再開の流れについては，別紙のとおりとなっております。 

つきましては，各事業所においては，感染の予防に留意した上で，分散登校により家庭

にいる児童生徒に対しては，これまでの学校の臨時休業中と同様の対応をお願いいたしま

す。 

あわせて，代替サービス等による支援についても引き続き可能となっております。 

 

記 

 

１ 臨時休業期間 

 【変更前】令和２年５月３１日（日）まで→【変更後】５月２０日（水）まで 

 

２ 学校再開について 

 ５月２１日（木）から，学校における感染及びその拡大リスクを可能な限り低減し，分

散登校を実施するなど，段階的に学校を再開する。 

 

３ 学校再開の流れ  別紙のとおり 

 

【問い合わせ先】 

福岡市こども未来局こども発達支援課 

電話：092-711-4178 

FAX ：092-733-5534 


